
平成３０年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業)） 
「我が国の貧困の状況に関する調査分析研究（指定）」（H28-政策-指定-006） 

分担研究報告書

居住保障において企業が果たしてきた役割とそれを代替する機能についての検討

研究代表者 泉田 信行（国立社会保障・人口問題研究所）

要旨

目的：本研究の目的は、これまで給与住宅が果たしてきた役割について明らかにしつつ、

それが失われつつある今後の日本における居住に関わる政策のあり方を考えることであ

る。

方法：既存統計調査の公表された集計結果を用いて探索的な分析を実施した。使用する統

計は、総務省統計局による『住宅・土地統計調査』、『全国消費実態調査』、厚生労働省によ

る『就労条件総合調査』、そして経団連による『福利厚生費調査』である。

結果：給与住宅に居住する世帯数は 1973 年から 2013 年までに 70 万世帯（総世帯数に対

して 4.2%ポイント）減少した。減少した世帯は主たる家計支持者が官公庁に努める者ない

しは会社・団体・公社又は個人に雇われている者であった。他方で、近年給与住宅に居住

する非正規就業者の数が増大していた。給与住宅の減少はバブル崩壊後の住宅関連支出を

含む法定外福利費が減少している時期である一方、社会保険料を含む法定内福利費は同時

期にも一貫して増大していた。企業による住宅手当支給額は安定的であり、支給する企業

数もほとんど変化していなかった。さらには、給与住宅が減少した時期に持ち家取得が遅

延しており、各年齢階層で民営賃借居住者割合が増加していた。

考察：上記の結果から、給与住宅居住者数の減少は、企業からの補助無く、より家賃の高

い民営賃借居住者数の増大により吸収されたと考えられた。その費用が法定外福利厚生費

から支弁される給与住宅は、1993 年以降、バブルの崩壊と同時期に減少が始まった。法定

内福利厚生費を構成する社会保険料の事業主負担はその持続的な増大が見られた。それゆ

え、社会保険料の事業主負担の増大が法定外福利厚生費の減少につながった可能性も考え

られた。この帰着についての研究は居住保障政策を検討する際に重要な情報を与えると考

えられるため、厳密な実証分析の実施が求められる。

また、本稿の分析では、非正規雇用の低所得である給与住宅居住者が、 2008 年の年越

し派遣村のあとも増加していた。給与住宅に対する批判のひとつが、「特定の人々に事実上

非課税給付として多大なる恩恵を与え、不公平を生み出している」というものであるが、

現在では非正規雇用者と正規雇用者の二層から給与住宅居住者が構成されている可能性が

示唆された。

さらに、給与住宅と民営借家の家賃地代水準には 2013 年で 3 万円程度の差があったが、

企業による住宅手当の一人当たりの金額はほとんど変化しておらず、住宅手当を実施する
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企業の割合も増加していなかった。それゆえ、給与住宅居住者数の減少は民営借家居住者

数の増加で代替され、かつ、それによる家賃地代水準の上昇は居住者によって負担された

と考えられた。

持ち家からの通勤時間（29.4 分）は、UR・公社による住宅に居住する者（39.2 分）に

ついで長くなっていた。民営借家（25.8 分）とは差は 4 分程度であるが、給与住宅（18.4
分）では 10 分程度に差が開く。通勤時間の増大は好ましくない影響をもたらすと考えられ

（早川 1979）、持ち家取得によって居住の安定を得るためのひとつのコストとなる。石井・

浦川（2014）、浦川（2016）が分析対象としている『時間貧困』のように、就業時間の長時

間化や子どもの養育や高齢者の介護などより多くの家事時間が必要となる場合には、（遠距

離にある）持ち家取得をはからずに民営借家ないしは給与住宅に居住することを選好する

ことも考えられる。このような場合には持ち家の取得促進による居住の安定よりも、給与

住宅が果たしてきたような借家居住者に対する家賃補助を行うことが居住の安定を効果的

にもたらすと考えられる。いずれにしても、居住地選択と時間配分選択がどのような関係

にあるかの事実を解明する実証研究が必要である。

 今後の日本において、どのような居住保障施策を考えるにしても、これまで良かれ悪し

かれ企業が給与住宅供給や持ち家取得促進策を通じて果たしてきた、そして現在失われつ

つある役割を再度誰かが担う施策が必要である。すなわち、現に減少した給与住宅（10 年

間で 38 万世帯分減少）がもたらしていた便益を補完することが必要である。 

Ａ 研究の目的

 本研究の目的は、これまで給与住宅が果た

してきた役割について明らかにしつつ、それ

が失われつつある今後の日本における居住

に関わる政策のあり方を考えることである。 
 企業による給与住宅の供給は戦前から存

在する。明治期から拡大を続け、第二次世界

大戦の際に急拡大し、戦後も発展した。戸数

で言えば、1993 年に 205 万戸まで増加して

きたが、その後減少を始め、2013 年には 112
万戸まで減少した。労働者を雇用する企業が

この 20 年間住宅供給へのその関与を縮小し

ているのである。

 そもそも、企業がその費用負担により住宅

を供給することは好ましくないと認識され

ている。ILO による 1961 年の労働者住宅勧

告（第 115 号）では、「使用者がその労働者

に直接住宅を提供することは、たとえば、事

業所が通常の人口集中地から遠距離にある

場合又は業務の性質上労働者をただちに就

業させなければならない場合のようなやむ

を得ない事情のある場合を除き、一般的に望

ましくないことを認識すべきである。」と勧

告している。また日本国内でも「事実上非課

税給付として多大なる恩恵を与え、不公平を

生み出している」という批判（新開 1998）
がある。また、そもそも企業が「福祉」を提

供する企業福祉はすでに役割を終えている

という批判もある（橘木 2005）。 
 しかしながら、上に示したように日本では

企業が住居の提供において一定の割合を果

たしてきた。たとえば、新開（1998; p.239）
では、「企業における社宅及び関連制度はま

さに国が行うべき住宅政策を代行してきた
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のであり、そうした側面については高く評価

すべき」、「日本における労働慣行、雇用制度

と密接な関係があることは明らかであり、こ

の点は到底無視できない」と社宅に対して批

判的な論調の中でも肯定的な側面があった

ことを指摘している。

 このような給与住宅の肯定的な側面とし

て、家賃を低廉にするために企業からの補助

が投入されていることがあげられる。現に提

供されてきた給与住宅が減少する場合には、

投入されていた企業からの補助も減少する

ことを意味する。企業からの補助を埋め合わ

せようとするならば、公費負担増ないしは居

住者の家賃負担増を意味する。それゆえ、今

後の日本において安定した居住を確保する

ための政策を検討する際に、給与住宅の否定

的な側面を踏まえつつも、肯定的な側面が失

われることの帰結について検討することが

必要である。

Ｂ 研究の方法

本稿では、既存統計調査の公表された集計

結果を用いて探索的な分析を実施する。使用

する統計は、総務省統計局による『住宅・土

地統計調査』、『全国消費実態調査』、厚生労

働省による『就労条件総合調査』、そして経

団連による『福利厚生費調査』である。分析

の中心となる給与住宅は「社宅、公務員住宅

などのように、会社、団体、官公庁などが所

有又は管理して、その職員を職務の都合上又

は給与の一部として居住させている住宅（会

社又は雇主が借りている一般の住宅に、その

従業員が住んでいる場合を含む。）。この場合、

家賃の支払の有無を問わない。」と定義され

ている。すなわち、民間の賃貸住宅を借り上

げて社員を住まわせる借り上げ社宅も給与

住宅に含まれることになる。他方で、住宅以

外で人が居住する建物には

(1) 会社・官公庁・団体の独身寮などのよ

うに、生計を共にしない単身の従業員をまと

めて居住させる「会社等の寮・寄宿舎」

(2) 学校の寄宿舎などのように、生計を共

にしない単身の学生・生徒をまとめて居住さ

せる「学校等の寮・寄宿舎」

(3) 旅館や宿泊所・保養所などのように、

旅行者など一時滞在者の宿泊のための「旅

館・宿泊所」

(4) 下宿屋、社会施設・病院・工場・作業

場・事務所などや建設従業者宿舎のように臨

時応急的に建てられた建物で、住宅に改造さ

れていない「その他の建物」

が含まれるとされている。（１）～（４）

はまとまって表章されるため、「会社等の寮・

寄宿舎」だけを抽出することができない。そ

こで、本稿では、「会社等の寮・寄宿舎」に

ついては分析せず、住宅である給与住宅を分

析対象とした 。
金額の時系列比較を行う場合には、総務省

統計局による『全国消費物価指数』の長期時

系列（持ち家の帰属家賃を除く総合；1947-
2018）の数値により実質化する。なお、企業

は給与住宅を供給するだけでなく、所定内給

与で住宅手当を支給することなども可能で

ある。住宅手当についてはデータが利用可能

であったものについて、分析に加えている。 

Ｃ 結果

住宅に居住する世帯数は 1973 年以降 2013
年まで着実に増加してきているが、給与住宅

については 1973 年の 182 万世帯から 1993
年に 205 万世帯まで増加したがその後減少

し、2013 年には 112 万世帯まで減少した（図
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1）。 
 総世帯数に対する割合では給与住宅の占

める割合は 1973 年の 6.4%から 2013 年に

は 2.2%まで 4.2%ポイント低下した（図 2）。 
 世帯数の変動のみならず、給与住宅居住層

の年齢構造にも変化が起きていた（図 3）。
各年齢階級での給与住宅居住者の割合を

1973 年と 2013 年で比較すると、25 歳未満

と 25～29歳階級ではほぼ同水準の構成割合

であったが、それより上の年齢階級では、

2013 年において給与住宅居住者の構成割合

は低下していた（図 3 左側）。次に、給与住

宅に居住する者の年齢階級分布を両年間で

比較した。1973 年には 30～39 歳階級が 4
割、40～49 歳階級が 3 割近くとなっていた。

2013 年にはそれぞれの年齢階層の構成率は

25%弱であり、50 歳以降や 60 歳以降におい

ても一定割合が居住していた（図 3 右側）。 
2008 年末の年越し派遣村の時期を挟んだ

前後 5 年において、主たる家計支持者の従業

上の地位の変化を観察した（図 4）。2003 年

から 2013 年の 10 年間で官公庁に努める者

が 18 万人、会社・団体・公社又は個人に雇

われている者が 20 万人程度減少した。他方

で、非正規就業者は 3 万人程度増加した。す

なわち、臨時雇とされている者は 2003 年に

28,800人、2008年に 39,000人であったが、

2013 年には労働者派遣事業所の派遣社員と

パート・アルバイト・その他を合わせて

57,600 人となっていた。 
 給与住宅に居住する主たる家計支持者に

ついて、さらに従業上の地位別に年齢分布を

確認した（図 5）。会社・団体・公社又は個人

に雇われている者では 25～29歳である者が

16%程度と最も多く、年齢が高くなるほど構

成割合が低下していた。これに対して、官公

庁で雇われている者は 25～29 歳階級から

50～54 歳階級までにおいてその構成割合が

12%～14%と安定しており、その上の年齢階

級では急速に構成割合が低くなっていた。パ

ート・アルバイト・その他では、25 歳未満

および 25～29 歳階級、そして 60～64 歳階

級のところで構成割合が二峰となっていた。

また、労働者派遣事業所の派遣社員について

も 30～34歳のところで構成割合がひとつの

ピークを持ち、かつ、60 歳以上においても

正規職（会社・団体・公社又は個人に雇われ

ている者、官公庁で雇われている者）よりも

高い構成割合となっていた。

 同様にして給与住宅に居住する主たる家

計支持者について、さらに従業上の地位別に

所得分布を確認した（図 6）。会社・団体・公

社又は個人に雇われている者と官公庁で雇

われている者は 500～700 万円階級での構

成割合がそれぞれ 20%、30%と最も高くな

っていた。これに対して、労働者派遣事業所

の派遣社員については 200～300 万円、パー

ト・アルバイト・その他では 100～200 万円

において構成割合がそれぞれ 35%、30%弱

と最も高くなっていた。

 社会保険料を含む法定内福利費は一貫し

て増大しているものの、住宅関連支出を含む

法定外福利費はバブル崩壊後減少傾向とな

っていた（図 7）。バブル崩壊後の法定外福

利費の傾向については、厚生労働省による

「就労条件総合調査」でも同じ結果となって

いた（図 8）。また、同調査では法定外福利費

に占める住居に関する費用の割合は 40%～

50%の間で安定していた（図 8）。 
 企業は住宅手当を支給することも可能で

あるが、支給した労働者一人あたりの平均額

は 1990 年の 1 万 3 千円からバブル崩壊後で
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あるが増加し、2005 年以後は 1 万 7 千円台

で推移している（図 9）。他方で、住宅手当制

度を持つ企業の割合は約 4 割で推移してお

り、拡大も縮小もしていない状況である。

借家・借間に住む勤労世帯（2 人以上世帯）

の家賃・地代負担は 1994 年から 2014 年に

かけて 6 万 1 千円から 6 万 5 千円へと上昇

していた（図 10）。家賃・地代支払額が所得

に占める割合は 13.9%（1994 年）から 15.4%
（2014 年）と微増にとどまっていた。 
 単身者について、民営借家居住者と給与住

宅居住者の所得と消費の内訳を比較したの

が表 1 である。全年齢で見ると、給与住宅居

住者の年間収入は 622 万円と民営借家居住

者の 330万円よりも 300万円近く高くなる。

これを 30 歳未満に限定すると、給与住宅居

住者：約 350 万円、民営借家居住者：約 300
万円と差は小さくなる。消費支出のうち、住

居費の内数である家賃地代を見ると、民営借

家居住者も給与住宅居住者も全年齢階級の

場合と 30 歳未満に限定した場合とでほとん

ど差が無かった。民営借家居住者の家賃地代

が約 5 万円に対して、給与住宅居住者の家賃

地代は約 1 万 6 千円と 3 万円以上の差があ

った。単純に 12 倍したうえで年間収入に対

する比率を計算すると、全年齢では民営借家

居住者：18.1%、給与住宅居住者：3.1%、30
歳未満では民営借家居住者：20.0%、給与住

宅居住者：5.3%であった。この他、民営借家

居住者と給与住宅居住者との間でやや差が

あったのは、教養娯楽費とその他の消費支出

であった。

1973 年と 2013 年について年齢階級ごと

の持ち家に住む世帯主の割合と民営借家に

住む世帯主の割合をそれぞれ比較したもの

が図 11 である。持ち家に住む世帯主の割合

（総数）に両年の間で大きな差は無いが、若

年層では 2013年において割合が小さくなっ

ており、持ち家取得のタイミングが遅くなっ

ていた（図 11 左側）。民営借家に住む世帯主

の割合（総数）も両年の間で大きな差は無い

が、若年層では 2013 年において割合が大き

くなっていた（図 11 右側）。 
最後に、居住する住宅の所有関係別に家計

を主に支える者の従業上の地位別の通勤時

間を確認した。居住する住宅ごとの合計で見

ると、最も長いのは、UR・公社の借家に居

住する者、次いで持ち家、民営借家、公営借

家となり、給与住宅に居住する場合には通勤

時間は最も短くなっていた（図 12）。 

Ｄ 考察 Ｅ 結論

 本稿での分析で得られた結果をまとめる

と次の通りである。給与住宅に居住する世帯

数は 1973 年から 2013 年までに 70 万世帯

（総世帯数に対して 4.2%ポイント）減少し

た。減少した世帯は主たる家計支持者が官公

庁に努める者ないしは会社・団体・公社又は

個人に雇われている者であった。他方で、近

年給与住宅に居住する非正規就業者の数が

増大していた。給与住宅の減少はバブル崩壊

後の住宅関連支出を含む法定外福利費が減

少している時期である一方、社会保険料を含

む法定内福利費は同時期にも一貫して増大

していた。企業による住宅手当支給額は安定

的であり、支給する企業数もほとんど変化し

ていなかった。さらには、給与住宅が減少し

た時期に持ち家取得が遅延しており、各年齢

階層で民営賃借居住者割合が増加していた。

これらから、給与住宅居住者数の減少は、企

業からの補助無く、より家賃の高い民営賃借

居住者数の増大により吸収されたと考えら
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れた。

 本稿での分析では、給与住宅の減少は

1993 年以降、バブルの崩壊と同時期に起こ

っていた。その費用が法定外福利厚生費から

支弁されるが、法定外福利厚生費が減少して

いたため、給与住宅関係の費用の減少のみな

らず、法定外の企業福祉が全般的に低迷した

と考えられる。他方で、法定内福利厚生費は

バブル崩壊後も一貫して増加していた。法定

内福利厚生費を構成する社会保険料の事業

主負担はその持続的な増大が見られている。

社会保険料の事業主負担は法令で負担が企

業に義務づけられている一方、法定外福利厚

生費は企業の裁量によるものである。それゆ

え、社会保険料の事業主負担の増大が法定外

福利厚生費の減少につながった可能性も考

えられる。

 これは経済学では、社会保険料の法定外福

利厚生費への帰着の問題として捉えられる。

社会保険料の賃金への帰着の分析は日本で

も Komamura and Yamada (2004)、酒井・

風神（2006）、岩本・濱秋（2006）などによ

り進められてきている。しかしながら、賃金

と福利厚生費、福利厚生費でも義務的である

法定内福利厚生費と選択的である法定外福

利厚生費を分離して実施された研究は行わ

れていない。

 仮に社会保険料の事業主負担が法定外福

利厚生費に帰着するのであれば、高齢者医療

制度への拠出等によって増大した社会保険

料負担が、高齢者の医療サービスへのアクセ

スが担保されることにより現役世代の潜在

的負担が顕在化しないルートを通じて現役

世代に便益を与える部分があっても、法定外

福利厚生費（給与住宅にかかる費用）の減少

という部分では現役世代の便益を減少させ

ることになる。この帰着についての研究は居

住保障政策を検討する際に重要な情報を与

えると考えられるため、厳密な実証分析の実

施が求められる。

 また、本稿の分析では、非正規雇用の低所

得である給与住宅居住者が、 2008 年の年越

し派遣村のあとも増加していた。非正規雇用

者数の増大は社会保険料負担の増大を回避

するための企業側の対応の結果である可能

性が指摘されているが（金 2008, 2015）、給

与住宅居住者も会社・団体・公社又は個人に

雇われている者と官公庁で雇われている者

の正規雇用者と労働者派遣事業所の派遣社

員、パート・アルバイト・その他の非正規雇

用者から構成されていた。新開（1998）は「社

宅制度については多くの問題が指摘される

ようになった。そのひとつが、特定の人々に

事実上非課税給付として多大なる恩恵を与

え、不公平を生み出している」と指摘したが、

現在では（数は相対的に少ないが）非正規雇

用者と正規雇用者の二層から給与住宅居住

者が構成されているのである。

 非正規雇用の低所得である給与住宅居住

者は増加していたが、その増加を打ち消す形

で会社・団体・公社又は個人に雇われている

者と官公庁で雇われている給与住宅居住者

数が減少していた。その受け皿は民営借家で

の居住者数増加であると考えられた。給与住

宅と民営借家の家賃地代水準には 2013年で

3 万円程度の差があったが、企業による住宅

手当の一人当たりの金額はほとんど変化し

ておらず、住宅手当を実施する企業の割合も

増加していなかった。それゆえ、給与住宅居

住者数の減少は民営借家居住者数の増加で

代替され、かつ、それによる家賃地代水準の

上昇は居住者によって負担されたと考えら
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れる。

 民営借家での居住者数増加とともに、持ち

家取得が遅延していた。持ち家取得の遅延に

ついて、直井（2013）は若年層の労働市場悪

化を念頭に、家計の失業・所得変動リスクが

大きいほど持ち家取得が遅くなることを指

摘している。彼の推計では所得水準は持ち家

取得のタイミングに有意な関連を持ってお

らず、非正規就業であっても所得水準の低さ

では無く失業・所得変動リスクが高いことの

みが持ち家取得を遅らせるとも解釈できる。

他方で、武川（2001）では、東京都 23 区内

に居住する高齢者 1000人に対する調査デー

タを用いて、高齢期の所得水準が高い層にお

いて持ち家率が高いことが示されており、所

得水準が持ち家取得に全く関連しないとも

言えない。この点はミクロデータでのさらな

る検証が必要であると考えられる。

 仮に所得水準が持ち家取得と関連するの

であれば、給与住宅の供給によって家賃の低

廉化を図ることは、家賃を控除した所得水準

を高める効果を持ち、教養娯楽費やその他の

消費支出への支出増加を伴いながらも貯蓄

水準の上昇を経て持ち家の取得につながる

と考えられる。

持ち家からの通勤時間（29.4 分）は、UR・
公社による住宅に居住する者（39.2 分）につ

いで長くなっていた。民営借家（25.8 分）と

は差は 4分程度であるが、給与住宅（18.4分）

では 10 分程度に差が開く。通勤時間の増大

は好ましくない影響をもたらすと考えられ

（早川 1979）、持ち家取得によって居住の

安定を得るためのひとつのコストとなる。石

井・浦川（2014）、浦川（2016）が分析対象

としている『時間貧困』のように、就業時間

の長時間化や子どもの養育や高齢者の介護

などより多くの家事時間が必要となる場合

には、（遠距離にある）持ち家取得をはから

ずに民営借家ないしは給与住宅に居住する

ことを選好することも考えられる。このよう

な場合には持ち家の取得促進による居住の

安定よりも、給与住宅が果たしてきたような

借家居住者に対する家賃補助を行うことが

居住の安定を効果的にもたらすと考えられ

る。いずれにしても、居住地選択と時間配分

選択がどのような関係にあるかの事実を解

明する実証研究が必要である。

 今後の日本において、どのような居住保障

施策を考えるにしても、これまで良かれ悪し

かれ企業が給与住宅供給や持ち家取得促進

策を通じて果たしてきた、そして現在失われ

つつある役割を再度誰かが担う施策が必要

である。すなわち、現に減少した給与住宅

（10 年間で 38 万世帯分減少）がもたらして

いた便益を補完することが必要である。住宅

戸数が世帯数を上回り続けていることを考

慮すれば、新規の住宅建設ではなく、住宅を

利用するためのコスト（借家であれば家賃等）

に対して補助を行う方法が望ましい。（企業

への補助を通じた）給与住宅の形で補助を行

うと、高所得層であっても便益が及ぶことに

なるため、分配の公平性を重視して、国の制

度として住宅手当を導入することが俎上に

上がる。給与住宅の供給から撤退して企業の

法定外福利厚生費負担が軽減されているこ

とをふまえて、住宅手当は事業主に負担を求

める形の社会手当とすることが考えられる。

その際に、「社会手当は、支給対象及び内容

について普遍性を指向すればするほど、実際

のニーズと乖離し、その結果、財政制約の影

響を受けやす」い（黒田 2016）ことをふま

えて、同世代内の助け合いとしてまずは若年
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層（現役層）の借家居住層に給付することが

考えられる。その際に、法定内福利厚生費負

担増により法定外福利厚生費が減少せざる

を得ない状況だったのであれば、必要に応じ

て高齢者関係給付負担と住宅関係給付負担

のバランスを法定内福利厚生費の中で検討

する。これにより若年層の住居費負担を改善

することにより、時間選好が強い者は職場に

より近い立地の借家に居住することが可能

となり、持ち家選好が強い者については軽減

された住居費負担からより早期に持ち家取

得をはかることも可能となるかも知れない。 
 本研究は、給与住宅供給に焦点化して、居

住保障において企業が果たしてきた役割を

マクロデータによる記述的分析により明ら

かにし、それが失われつつある現状への対策

が必要であることを指摘し、社会手当として

の住宅手当導入の提案、および効果的・効率

的な政策実施を支えるための裏付けとして

のマイクロデータを用いた研究成果の蓄積

を急ぐ必要があることを具体的に指摘した。

これまで、居住不安定層については稲葉

（2009）などの生活内容に着目した質的な

分析は多いが、統計データを用いた定量的分

析は相対的に少ない。法定外福利費に着目し

た企業の役割に注目している点で村上

（2013）は類似研究であるが、本稿で行った

マクロデータによる問題の所在の明確化と

ミクロデータによる必要な分析を接合する

ことは適切な政策を実施するためには重要

であり、この点を指摘することの意味は大き

いと考えられる。

 研究の限界としては、地域的な特性を考慮

した分析となっていない点がある。「日本は

1973 年以降、全都道府県において住宅スト

ック数は世帯総数を一貫して上回っている」

（野澤 2016）ことや「住宅の質や立地によ

っては、売りたくても買い手がつかない、貸

したくても借り手が見つからない負動産が

空き家に」（同上）という指摘がなされてお

り、土地・住宅の市場構造が地域で大きく異

なる時に、全国一律の政策を実施することは、

ある種の公平性は満たしても、非常に効率的

でない可能性がある。

 今後、国内外の居住保障にかかる制度の詳

細を踏まえた丁寧な比較研究や統計データ

を用いた実証分析を実施するなどさらに地

道な積み上げを行っていくことが居住保障

分野における効率的・効果的な政策実施のた

めに必要であると考えられる。
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図 1：住宅の所有形態別世帯数の推移 

出所：総務省統計局『住宅・土地統計調査』各年版より筆者作成

図 2：住宅の所有形態別世帯数割合の推移 

出所：総務省統計局『住宅・土地統計調査』各年版より筆者作成
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図 3：給与住宅居住層の年齢構造の変化 

出所：総務省統計局『住宅・土地統計調査』各年版より筆者作成

図 4：給与住宅に居住する主たる家計支持者の従業上の地位別人数の近年の変化 

出所：総務省統計局『住宅・土地統計調査』各年版より筆者作成
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図 5：従業上の地位別給与住宅に居住する主たる家計支持者の年齢分布（平成 25 年） 

出所：総務省統計局『住宅・土地統計調査』平成 25 年度版より筆者作成 

図 6：従業上の地位別給与住宅に居住する主たる家計支持者の所得分布（平成 25 年） 

出所：総務省統計局『住宅・土地統計調査』平成 25 年度版より筆者作成 
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図 7：全産業平均・従業員１人 1 ヶ月あたりの法定内福利費、 
法定外福利費、住宅関連費用の推移

出所：経団連（2016）『第 61 回福利厚生費調査報告』図表 27 より筆者作成 

図 8：法定外福利費における住居関連費用 

出所：厚生労働省大臣官房統計情報部「就労条件総合調査」各年版より筆者作成
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図 9：所定内給与における住宅手当 

出所：厚生労働省大臣官房統計情報部「就労条件総合調査」各年版より筆者作成

図 10：借家・借間に住む勤労世帯（2 人以上世帯）の家賃・地代と負担率 

出所：総務省統計局『全国消費実態調査』各年版から筆者作成

13,606 

15,936 16,324 

17,776 17,686 
17,000 

45.5 47.8 49.2
43.8

39.4
42.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

1990年 1996年 1999年 2005年 2010年 2015年

住
宅
手
当
制
度
有
企
業
割
合
（
％
）

支
給
し
た
労
働
者
１
人
平
均
住
宅
手
当
支
給
額
（
円
）

支給した労働者１人平均住宅手当支給額 住宅手当制度有企業割合

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

58000

59000

60000

61000

62000

63000

64000

65000

66000

1994年 1999年 2004年 2009年 2014年

家
賃

・
地

代
の

実
収

入
に
占

め
る
割

合
（
％

）

家
賃

・
地

代
（
円

）

家賃・地代 家賃・地代/実収入

180



表 1：単身の借家居住者と給与住宅居住者の年齢による収入・支出の違い（平成 21 年） 

出所：総務省統計局『全国消費実態調査』平成 21 年版から筆者作成 

図 11：年齢別の持ち家・民営借家居住者割合の変化 

出所：総務省統計局『住宅・土地統計調査』各年版より筆者作成
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貯蓄現在高(千円) 5,263 8,409 1,638 2,620
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図 12：住宅の所有の関係別家計を主に支える者の従業上の地位別通勤時間（中央値） 

出所：総務省統計局『住宅・土地統計調査』平成 25 年版から筆者作成 
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